
四日市市告示第１３５号 

四日市市高齢運転者安全対策事業補助金交付要綱を次のように定める。 

令和２年３月２７日 

四日市市長   

 

四日市市高齢運転者安全対策事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者の運転する自動車による事故を防止し、市民の安全と安

心に資するため、四日市市内（以下「市内」という。）に所在する店舗等で後付け

装置を販売及び設置することができる事業者に対し、後付け装置を高齢者に新たに

販売及び設置した場合に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、

四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１１号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 装置購入者 市内に住所を有し、都道府県公安委員会が交付する有効な運転免

許証（以下「運転免許証」という。）を保有し、令和２年度中に６５歳以上と

なる者のうち、後付け装置を購入及び設置しようとする者 

(2) 後付け装置 後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置としての機能を有する

装置のうち次のいずれにも該当するもの 

ア 国の「サポカー補助金に関する審査委員会」の審査を経て、決定したもの

（国の先行個別認定を受けたものを含む。） 

イ 令和２年４月１日以降に設置し、令和３年３月３１日までに設置を完了し

たもの 

(3) 自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定す

る自動車（自動二輪車を除く。）をいい、次のいずれにも該当するものとする。 

ア 後付け装置を設置することが可能なもの 

イ 道路運送車両法第６０条第１項の規定により交付される自動車検査証（以

下「自動車検査証」という。）の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と

記載されたもの 

(4) 店舗等 次のいずれにも該当するものとする。 

ア 原則として、次条に掲げる後付け装置補助金の交付対象となる事業者（以



下「後付け装置取扱事業者」という。）又は後付け装置取扱事業者の子会社

（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をい

う。）が運営するもの 

イ 市内に立地しているもの 

 (5) 後付け装置取扱事業者 店舗等で後付け装置を販売及び設置することができる

事業者であって、第６条の規定により後付け装置取扱事業者として登録を受けた

もの 

 （補助対象事業） 

第３条 この要綱に基づく補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、後付け装置取扱事業者が、補助対象経費から補助金を控除した金額を対価とし

て、装置購入者の使用する自動車に後付け装置を販売及び設置する事業とする。た

だし、第１１条第１項に規定する補助金の交付の決定が行われた日以後に行われた

後付け装置の販売及び設置に限るものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 この補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、後

付け装置取扱事業者が、店舗等において、装置購入者の使用する自動車に後付け装

置を販売及び設置するに当たり、当該装置の販売及び設置に要する費用（消費税及

び地方消費税相当分を含む。設置に際して行った自動車の故障場所の修理若しくは

補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。）とする。 

２ 前項の規定に関わらず、後付け装置取扱事業者が国その他の機関による補助金の

交付を受けることが可能な場合は、前項に規定する費用から当該交付額相当分を控

除した額を補助対象経費とする。 

 （補助金の額） 

第５条 １台あたりの補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げ

る額とする。ただし、その額が１台あたり６万円を超える場合は、６万円とする。 

 (1) 次号に該当しない場合 補助対象経費の１０分の９（１台あたりの交付額に千

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。）。 

 (2) 国その他の機関による補助金の交付を受けることが可能な場合 補助対象経費

の１０分の７（１台あたりの交付額に千円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てる。）。ただし、当該額を補助対象経費から控除した額が、前号に規定

する方法により計算した額を補助対象経費（国その他の機関による補助金の交付

を受けることができない場合における補助対象経費とする。）から控除した額を

超える場合は、その超える額を加えた金額（１台あたりの交付額に千円未満の端



数が生じた場合には、これを切り捨てる。）とする。 

（後付け装置取扱事業者の登録） 

第６条 この要綱に基づき補助対象事業を行おうとする事業者は、後付け装置取扱事

業者として、市長の登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録を受けようとする事業者は、次の各号のすべてに該当するものでなけ

ればならない。 

(1) 後付け装置を店舗等で販売及び設置することができる設備及び体制を有するも

の 

(2) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められるもの 

(3) 国が行う安全運転サポート車普及促進事業費補助金における後付け装置取扱事

業者として決定されたもの（但し、安全運転サポート車普及促進事業費補助金に

おける後付け装置取扱事業者の募集が終了している場合を除く。） 

３ 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは、後付け装置取扱事業者の登録を受け

ることができない。 

(1) 暴力団（四日市市暴力団排除条例（平成２３年四日市市条例第９号。以下「暴

排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に

暴力団員等に該当する者がいるもの 

（後付け装置取扱事業者の登録手続） 

第７条 前条の登録を受けようとする事業者は、四日市市高齢運転者安全対策事業後

付け装置取扱事業者登録申請書（第１号様式）に次の各号に定める書類を添えて、

市長に登録の申請をしなければならない。 

(1) 補助対象事業を実施する店舗等の一覧（店舗名、所在地、連絡先） 

(2) 暴力団員に該当しないことなどの誓約書（第２号様式） 

(3) 法人の場合、履歴事項全部証明書 

(4) 個人の場合、住民票の写し及び印鑑登録証明書 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、

必要に応じて現地調査等を行い、申請者が後付け装置取扱事業者として適当である

と認めるときは、申請者を後付け装置取扱事業者として登録することを決定し、速

やかに四日市市高齢運転者安全対策事業後付け装置取扱事業者登録決定通知書（第

３号様式）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の審査の結果、申請者が後付け装置取扱事業者として適当と認めら



れないときは、四日市市高齢運転者安全対策事業後付け装置取扱事業者不登録決定

通知書（第４号様式）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

 （後付け装置取扱事業者の登録取消し等） 

第８条 市長は、前条第２項の規定による後付け装置取扱事業者の登録決定の後、次

の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、登録決定を取り消すことがで

きる。 

(1) 第３条に規定する補助対象事業を適切に行うことができないものと市長が認め

たとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により、後付け装置取扱事業者の登録を受けたことが判

明したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(4) 第６条第２項に掲げる後付け装置取扱事業者の要件のいずれかを欠いたとき。 

(5) 市の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為を行ったものと市長が認めたと

き。 

(6) 後付け装置取扱事業者から、後付け装置取扱事業者の登録取消しの申出があっ

たとき。 

２ 市長は、前項により後付け装置取扱事業者の登録の取消しを行ったときは、遅滞

なく、当該取消しをした者にその旨を通知するとともに、当該後付け装置取扱事業

者の氏名又は名称及び取消しの理由を公表することができる。 

（後付け装置取扱事業者の情報の変更に伴う届出） 

第９条 後付け装置取扱事業者は、第７条第２項に規定する後付け装置取扱事業者の

登録決定の通知を受けた後、住所、氏名、代表者氏名、登録印及び店舗一覧等の情

報を変更しようとするときは速やかに市長に書面により届け出なければならない。 

 （補助金の交付申請） 

第１０条 後付け装置登録事業者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとす

るときは、四日市市高齢運転者安全対策事業補助金交付申請書（第５号様式）によ

り市長に申請しなければならない。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要

に応じて現地調査等を行い、その内容を適切と認めるときは、市の予算の範囲内で

補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項に基づき、補助金の交付を決定したときには、速やかに四日市市高

齢運転者安全対策事業補助金交付決定通知書（第６号様式）により、補助金の交付



決定額その他必要な事項を申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の不交付を決定したときには、四日市市高齢運転者安全対策事業

補助金不交付決定通知書（第７号様式）により、その旨を申請者に通知するものと

する。 

 （補助対象事業の遂行） 

第１２条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた後付け装置取扱事業者

は、次の各号に掲げる事項について、装置購入者本人が記載及び提出する四日市市

高齢運転者安全対策事業申込書兼誓約書（第１３号様式）の内容を装置購入者の運

転免許証、自動車検査証その他の市長が別に指定する添付書類により確認した上で、

補助対象事業を行わなければならない。 

(1) 装置購入者が、市内に住所を有すること。 

(2) 装置購入者が、有効な運転免許証を保有していること。 

(3) 装置購入者が、令和２年度中に６５歳以上になること。 

(4) 装置購入者が、市税を滞納していないこと。 

(5) 後付け装置を設置しようとする自動車の自動車検査証の「自家用・事業用の

別」欄に「自家用」と記載されていること。 

(6) 後付け装置を設置しようとする自動車の自動車検査証の「使用者の氏名又は名

称」欄に記載されている氏名と、装置購入者の運転免許証に記載されている氏

名が同一であること。 

２ 後付け装置取扱事業者は、次の各号に掲げる内容を、装置購入者が理解して誓約

し、署名したことを確認した上で、補助対象事業を行わなければならない。 

(1) 転売を目的として後付け装置を設置しないこと。 

(2) 後付け装置を設置する自動車を、個人の用途に供すること。 

(3) 過去にこの要綱に基づく補助金、又は後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装

置としての機能を有する装置の購入及び設置にかかる他の補助金の交付を受けて

いないこと。 

(4) 設置した後付け装置については、設置日から１年間は、原則として処分（補助

金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供する

ことをいう。以下同じ。）を行なわないものとし、処分しようとするときは、設

置した店舗等に申し出るとともに、８号の適用を受ける場合があることについて

了承したこと。 

(5) 暴力団員に該当しないこと。 

(6) 後付け装置の機能と適切な使用方法について、後付け装置取扱事業者から説明



を受けたこと。 

(7) 後付け装置設置後に発生した事故や車両等の事故、車両の故障等について、市

が一切の責任を負わないことについて了承したこと。 

(8) 前項各号の確認事項及び前号までの誓約事項に虚偽があった場合は、後付け装

置取扱事業者に対して、後付け装置の購入及び設置に係る費用から自己負担分を

控除した額を支払うこと。 

３ 後付け装置取扱事業者は、店舗等において、後付け装置の販売及び設置に際し、

当該装置の機能、動作条件及び適切な使用方法について、装置購入者に説明しなけ

ればならない。 

４ 後付け装置取扱事業者は、第１項に規定する添付書類を徴取し、市へ提出すると

ともにその写しを第２３条に基づき保存しなければならない。 

 （調査等） 

第１３条 市長は、補助対象事業の適切な遂行を確保するために必要があると認める

ときは、第１１条第１項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けて補助対象

事業を行うものに対し、補助対象事業に関する報告を求め、若しくは帳簿その他の

物件を調査し、又は後付け装置取扱事業者の従業者その他の関係者に対し、質問を

することができる。 

２ 後付け装置取扱事業者は、前項の規定による報告の聴取及び物件の調査を求めら

れたときは、これに応じなければならず、同項の規定による関係者への質問を妨げ

てはならない。 

 （補助対象事業の変更等の承認申請） 

第１４条 後付け装置取扱事業者は、第１１条第２項の規定による補助金の交付決定

の通知を受けた後、補助対象事業の内容を変更しようとするとき又は補助対象事業

の全部を廃止し、若しくは一部を中止しようとするときは、四日市市高齢運転者安

全対策事業（変更、中止・廃止）承認申請書（第８号様式）により市長に申請し、

その承認を受けなければならない。 

 （補助対象事業の変更等の承認及び通知） 

第１５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る

書類を審査し、その内容を適当と認めるときは、これを承認するものとする。 

２ 前項の場合において、補助金の交付決定額の変更を伴うときは、市の予算の範囲

内で当該変更を決定するものとする。 

３ 市長は、第１項の承認をしたときは、四日市市高齢運転者安全対策事業（変更、

中止・廃止）承認通知書（第９号様式）により、前条の申請をした後付け装置取扱



事業者へ通知するものとする。 

 （債権譲渡の禁止） 

第１６条 後付け装置取扱事業者は、第１１条第１項の規定に基づく交付決定によっ

て生じる権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は継続させてはならない。た

だし、事前に市長の承認を得た場合はこの限りではない。 

 （実績報告） 

第１７条 後付け装置取扱事業者は、補助対象事業終了後、当該補助対象事業におけ

る実績を、四日市市高齢運転者安全対策事業実績報告書（第１０号様式。以下「実

績報告書」という。）に市長が別に指定する書類を添えて、速やかに市長へ報告し

なければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１８条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、実績報告書等を審査

し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交

付すべき補助金の額を確定し、速やかに四日市市高齢運転者安全対策事業補助金確

定通知書（第１１号様式）により後付け装置取扱事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付及び請求） 

第１９条 補助金の交付は、前条の規定による補助金の額の確定後に行うものとする。 

２ 後付け装置取扱事業者は、補助金の交付を受けるため、前条による通知を受けた

後、速やかに請求書（第１２号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第２０条 市長は、第１１条第１項の規定による補助金の交付の決定の後、後付け装

置取扱事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

(2) 補助対象事業を中止又は廃止したとき 

(3) 暴力団に該当するに至ったとき（代表者、役員又は使用人その他の従業員又は

構成員が暴力団員等に該当するに至ったときを含む。） 

(4) その他補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令又は

この要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき 

２ 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払を行った後においても適用がある

ものとする。 

３ 市長は、後付け装置取扱事業者が第１項の各号に該当したことにより同項の規定

による取消しを行った場合、当該取消しをした者にその旨を通知するとともに、当



該後付け装置取扱事業者の氏名又は名称及び取消しの理由を公表することができる。 

 （補助金の返還） 

第２１条 市長は前条第１項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、

既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 

 （財産の管理及び処分の制限） 

第２２条 装置購入者は、補助金の交付を受けた後付け装置を、適正に使用し、設置

日から起算して１年間は、補助金交付の目的に反して処分をしてはならない。ただ

し、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りではない。 

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で後付け装置を処

分するとき 

(2) 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき、及び自動車運転免許証

を返納したとき 

(3) その他市長が認めるとき 

２ 前項の規定に反して後付け装置を処分したときは、市長は補助金相当額の返納を

求めることができる。 

 （書類の保存） 

第２３条 後付け装置取扱事業者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿

を作成し、四日市市高齢運転者安全対策事業申込書兼誓約書（第１３号様式）の写

し、装置購入者の運転免許証の写し、自動車検査証の写しその他の市長が別に指定

する書類とともに、補助対象事業の完了した日の属する市の会計年度の終了後５年

間保存しなければならない。 

 （その他） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、市

長が別に定める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は令和２年４月 1 日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要綱は、第２３条の規定を除き、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。 


